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◇申込期限 １１月２９日（金）
※予算額に到達した時点で期限内でも終了となります。
◇申込方法　各申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて役場都市建設課まで提出してください。
※申込用紙は都市建設課窓口、または村ホームページからダウンロードしてください。
◇問合せ 役場都市建設課☎０２９－８８５－０３４０（内）２２２
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建■問合せ　都市建設課☎０２９－８８５－０３４０■問合せ　都市建設課☎０２９－８８５－０３４０

木造住宅耐震改修促進事業木造住宅耐震改修促進事業

耐震診断、総合支援メニューの
費用の一部を補助します

耐震診断、総合支援メニューの
費用の一部を補助します

木造住宅の耐震性能の確認や耐震化の意識の啓発を図ることを目的に、木造住宅の耐震診断を希望され
る所有者等に専門の知識を持つ｢耐震診断士｣を派遣します。

◀次の全ての要件を満たす住宅が対象となります。
①美浦村にある昭和５６年５月３１日以前に着工された木造の一戸建て住宅
※店舗等の用途を兼ねるものは、住宅部分の床面積が過半を超えるもの
②在来工法および枠組壁工法によって建築されたもの
③延べ床面積が３０平方メートル以上のもの
④他機関の同様の補助制度による補助を受けていないこと
⑤所有者が村税等に滞納がないこと

地震災害における木造住宅の倒壊等を防止し、災害に強い安全な街づくりを進めるため、木造住宅の耐
震改修設計・耐震改修工事費用の一部を補助します。

◀次の全ての要件を満たす住宅が対象となります。
①美浦村にある昭和５６年５月３１日以前に着工された木造の一戸建て住宅
※店舗等の用途を兼ねるものは、住宅部分の床面積が過半を超えるもの
②在来工法および枠組壁工法によって建築されたもの
③耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満とされたもので、耐震改修設計・工事に
よって上部構造評点を１．０以上とするもの

④茨城県木造住宅耐震診断士等が耐震改修設計を行うものであること
⑤当該年度の２月末日までに耐震改修設計および耐震改修工事が完了すること
⑥他機関の同様の補助制度による補助を受けていないこと
⑦所有者が村税等に滞納がないこと

耐 震 診 断・・・耐震診断士を派遣(無料)耐 震 診 断・・・耐震診断士を派遣(無料)

総合支援メニュー ・・・ 改修工事費の５分の４以内の額を補助（上限１００万円）総合支援メニュー ・・・ 改修工事費の５分の４以内の額を補助（上限１００万円）

令和６年能登半島地震では、多くの木造住宅が被害を受けています。
特に１９８１年（昭和５６）年５月以前に建設した木造住宅は地震により倒壊する
危険性が高いため、耐震化を図りましょう。

「自分だけは大丈夫」と
思っていませんか？

～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」より引用・抜粋～

【ひとこと助言】
・点検や工事等に関する専門的な技術や知識がない消費者が、突然提案された作業の料金や内容の妥
当性を判断することは難しいため、無理にその場で判断しようとせず、少しでも違和感を覚えたと
きは作業を断るようにしましょう。

・地域の工務店など、安心して依頼できる事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。

「排水管の高圧洗浄が３千円」と書かれたチラシを見て、電話で依頼した。作業が行
われたが約４万円を請求され、仕方なく支払った。その後同じ業者が訪れ、「汚水升
を変えた方がよい」と言われ、見積書を出された。契約してしまったが、約２２万円
と高いのでクーリング・オフしたい。　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳代）

【ひとこと助言】
・葬儀は規模によっては数百万円と高額になるにもかかわらず、検討や準備のための時間がありませ
ん。そのため事前の情報収集が大切です。事前相談なども利用し、あらかじめ希望するおおまかな
内容を決め、依頼する葬儀社を見つけておくと落ち着いて準備することができます。

・広告に表示された料金でサービスを受けられるとは限りません。葬儀社との打ち合わせは複数人で
受け、見積書をよく見て、不明な点は確認しましょう。

父が亡くなり、家族葬の価格が手ごろだと広告をしている葬儀社に葬儀の見積もり
を依頼した。広告では「家族葬約４０万円から」とあったが、プランナーだという担
当者に「おたくはこのプランではできない」と言われオプションを追加されていっ
た。価格表は担当者の手元にあり、私たちにはよく見えなかった。合計額が３００万
円近くなり驚いていると、家族葬２５０万円のセットプランを勧められ、仕方なく契
約した。広告とは異なる高額費用に不満だ。　　　　　　　　　　　　（６０歳代）

　村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
　消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
　県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９

消費生活に関す る相談 は

い や や

司法書士による無料相談

暮らしサポート


